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ゲノム特許の審決取消訴訟
―令和２年２月25日知財高裁判決を中心に―
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Ⅰ．はじめに

最近、我が国知財高裁でゲノム編集技術「クリスパー ･キャス９」に関連する米ブロード研究
所などの特許の一部が認められて、その前に生じていた米国での二つのグループによる特許紛争
と相まって注目を浴びている。
本稿では、今後の我が国企業も含めて医療や農業･水産業への利用を目指す企業などに取って
必要と思われるその特許の成り立ち・実態などの分析を我が国知財高裁の令和２年２月25日判決
の分析を中心として行うことで議論を進めたい。


